
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 本庁舎１号館・連絡棟昇降機保守点検業務 

 契 約 業 者 名 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 関西支社 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

      

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 本庁舎１号館・連絡棟昇降機（以下、本庁舎昇降機という）は、本庁舎１号館エレベー

ター１４基、本庁舎連絡棟エレベーター２基・エスカレーター６基、制御盤・監視盤、お

よびこれらを制御・監視するシステムで構成されており、市民および職員の移動と荷物の

搬送を円滑に行うために必要な設備である。 

本業務は、本庁舎昇降機を正常かつ良好な運転状態に保つため、建築基準法12条に基

づく定期検査を行い、あわせて定期的かつ計画的な点検・手入れ保全（給油・調整・清掃

など）、故障・災害時などの緊急対応を行うものである。 

本庁舎昇降機については、上記業者が神戸市向けに独自にシステムを設計しプログラム

を構築したものであり、保守点検を行うことができるのは上記業者しかいない。 

よって、上記業者と随意契約を依頼するものである。 

 

担当部署 

（問合せ先） 

行財政局庁舎課 （電話番号０７８－３２２－５０６７） 

 


